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資料１ 

 

令和７年官民人事交流の概要（案） 

 

 国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成１１年法律第２２４号）第２３条第

２項の規定により、人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次の事項を報告しなければな

らないとされている。 

 ○ 令和７年中に交流派遣職員であった者の状況 

 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位

及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る書類の提出の時に占めていた官職 

 ○ 令和５年から令和７年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員の状況 

 ３年前の年の１月１日から前年の１２月３１日までの間に交流派遣後職務に

復帰した職員が前年に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派

遣先企業において占めていた地位 

○ 令和７年中に交流採用職員であった者の状況 

 前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職

員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位（雇用

継続型の場合、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。） 

 

１ 令和７年における交流派遣及び交流採用の概要 

（１）全体の状況 

  国の機関から民間企業への交流派遣者数 

新規交流派遣者数  ：１２府省等 ３２人  前年比 ６人増（前年：１３府省 ２６人） 

年末時交流派遣者総数：１５府省等 ５６人  前年比 １人増（前年：１５府省 ５５人） 

民間企業から国の機関への交流採用者数 

新規交流採用者数：２４府省 ４４９人 前年比５２人増（前年：２３府省 ３９７人） 

年末時在職者総数：２７府省 ８４７人 前年比５６人増（前年：２９府省 ７９１人） 

 

 

 

なお、本制度が施行(平成１２年３月２１日)されてから令和７年１２月３１日     

までに実施した官民人事交流の累積数は、交流派遣が８６１人、交流採用が 

４，４６１人である。 
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（２）府省別状況 

ア 令和７年における新規交流者数 

(ｱ) 交流派遣 

新規交流派遣者数が多い府省は、経済産業省（６人）、国土交通省（６人）、

環境省（４人）である。 

 

(ｲ) 交流採用 

新規交流採用者数が多い府省は、国土交通省（１１９人）、経済産業省（７２

人）、厚生労働省（６２人）である。 

また、前年に比べ交流採用者数が増加した府省は多い順に、経済産業省（前年

比２４人）、内閣府（同１０人）、国土交通省（同１０人）、金融庁（同９人）

となっている。これは、各府省において、外部人材を積極的に活用していること

を背景として、専門性の高い民間人材の交流採用が積極的に行われたものと考え

られる。 

 

イ 令和７年末時点での交流派遣の派遣者数及び交流採用の在職者数 

令和７年末時点で交流派遣者数の多い府省は、厚生労働省（８人）、経済産業省

（８人）、国土交通省（７人）となっており、交流採用者数の多い府省は、国土交

通省（２２５人)、厚生労働省（１１９人)、経済産業省（１１７人）となっている。 

 



 - 3 - 

第１表 府省等別状況 

 

（注１）「累計」は、制度の施行（平成１２年３月２１日）から令和７年１２月３１日までの間に交流 

派遣又は交流採用された者の累積数 

（注２）「派遣者総数」及び「在職者総数」は、各年１２月３１日現在。 

①交流派遣 ②交流採用

令和6 令和7 累計 令和6 令和7 令和6 令和7 累計 令和6 令和7

会 計 検 査 院 1 1 12 2 2 会 計 検 査 院 6 2

人 事 院 2 4 3 3 人 事 院 1 2 1 1

内 閣 官 房 3 内 閣 官 房 4 7 14 4 9

内 閣 府 1 1 18 1 1 内 閣 府 9 19 96 21 27

宮 内 庁 - 宮 内 庁 1 5 3 2

公正取引委員会 1 公正取引委員会 8 1

警 察 庁 2 7 2 2 警 察 庁 5 3 27 8 10

金 融 庁 2 3 68 6 6 金 融 庁 11 20 180 32 32

消 費 者 庁 - 消 費 者 庁 5 10 43 15 15

こ ど も 家 庭 庁 - こ ど も 家 庭 庁 5 7 12 5 12

デ ジ タ ル 庁 - デ ジ タ ル 庁 22 10 65 29 31

総 務 省 1 1 92 2 2 総 務 省 16 20 221 35 36

消 防 庁 - 消 防 庁 1 1 1 1

法 務 省 3 法 務 省 1

外 務 省 4 外 務 省 26 33 305 55 62

財 務 省 1 2 24 2 3 財 務 省 14 14 220 32 27

国 税 庁 - 国 税 庁 1

文 部 科 学 省 17 文 部 科 学 省 11 9 56 17 19

ス ポ ー ツ 庁 - ス ポ ー ツ 庁 7 4 59 11 10

文 化 庁 - 文 化 庁 1 11 3 2

厚 生 労 働 省 4 3 88 9 8 厚 生 労 働 省 55 62 457 102 119

農 林 水 産 省 2 2 64 2 4 農 林 水 産 省 10 3 145 16 12

林 野 庁 23 1 林 野 庁 9

水 産 庁 1 水 産 庁 1 10 2 1

経 済 産 業 省 3 6 158 8 8 経 済 産 業 省 48 72 765 113 117

資源エネルギー庁 1 資源エネルギー庁 4 6 83 9 9

特 許 庁 1 2 21 4 3 特 許 庁 4 23 3 4

中 小 企 業 庁 1 中 小 企 業 庁 4 3 42 6 7

国 土 交 通 省 5 6 214 7 7 国 土 交 通 省 109 119 1,259 206 225

観 光 庁 3 観 光 庁 1 2 64 3 3

気 象 庁 1 気 象 庁 1

運輸安全委員会 - 運輸安全委員会 2

海 上 保 安 庁 2 1 1 海 上 保 安 庁 5

環 境 省 1 4 27 5 5 環 境 省 28 19 212 55 53

原 子 力 規 制 庁 1 原 子 力 規 制 庁 1 10 1 1

(独)製品評価技術基盤機構 1 3 1 (独)製品評価技術基盤機構 -

計 26 32 861 55 56 （小計） 397 449 4,420 791 847

日 本 郵 政 公 社 41

計 397 449 4,461 791 847

　　　　　　　  年
 府省

（単位：人） （単位：人）

　　　　　　　  年
 府省

新規派遣者数 派遣者総数 新規採用者数 在職者総数
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（３）業種別状況 

新規交流派遣及び新規交流採用した企業を業種別でみると、交流派遣者数の多い業

種は「金融業、保険業」、「サービス業」、「製造業」の順に、交流採用者数の多い

業種は「製造業」、「サービス業」、「金融業、保険業」の順となっている。 

交流派遣者数と交流採用者数の合計でみると、「製造業」が最も多く、次いで「サ

ービス業」、「金融業、保険業」の順になっており、この３業種で全体の約６１．５

％を占めている。 

 

第２表  業種別状況 

（注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 

 

（４）期間別・任期別状況 

新規交流派遣者の当初予定の期間及び新規交流採用者の当初予定の任期は、双方と

も２年とするものが最も多く、交流派遣については８７．５％、交流採用については

約８８．２％となっている。 

 

第３表 期間別・任期別状況 

                                         （単位：人） 

期間・任期 交流派遣 交流採用 

１年未満     －（  －）     １（  １） 

１年       －（   ２）     １０（ ２１） 

１年超～２年未満       ２（   ２）     ２７（  ９） 

２年    ２８（ ２１）   ３９６（３５１） 

２年超～３年未満       ２（  －）     １０（  ６） 

３年      －（   １）      ５（  ９） 

計    ３２（ ２６）   ４４９（３９７） 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

-

-

17

16 13

19 10

8 7

18 18

15

業　種

39

5

9 90

-

84

7 122

59

計

サービス業

39 31

89

81 81

74 80

54 44

交流採用

26

交流派遣

農業、林業 - -

1

教育、学習支援業

計

10金融業、保険業 

-

32

4

4

3

-

-

製造業

-

運輸業、郵便業

情報通信業

卸売業、小売業

不動産業、物品賃貸業

電気・ガス・熱供給・水道業

115

漁業 - - 2 -

6 5

1 2

1 -

宿泊業、飲食サービス業 - -

医療、福祉

建設業

-

-

-

6

7

-

2

7

5

2

-

-

423

-

449 397

-

1

481

6

8

（単位：人）

95

88

84

48

34

18

17

13

18

15

16

1220
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   （注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 

 

（５）年齢別状況 

 新規交流派遣者及び新規交流採用者の交流開始時の年齢でみると、交流派遣者及び

交流採用者ともに３０歳台が最も多く、全体に占める割合は、交流派遣者は約４６．

９％、交流採用者は約５２．１％となっている。 

年齢階層別でみると、交流派遣者は、前年と比べ、全世代が増加（２０歳台：前年

比１人、３０歳台：同３人、４０歳台：同２人）し、平均年齢は３４．４歳（前年は

３４．９歳）となっている一方、交流採用者は、前年と比べ、２０歳台、３０歳台及

び５０歳以上が増加（２０歳台：前年比２人、３０歳台：同４８人、５０歳以上：同

４人）したが、４０歳台が減少（同２人）し、平均年齢は３５．９歳（前年は３６．

０歳）となっている。 

 

第４表 年齢別状況 

                                                              （単位：人） 

年齢階層 交流派遣 交流採用 

  ２０歳台        ８（  ７）    ９５（ ９３） 

  ３０歳台       １５（ １２）   ２３４（１８６） 

  ４０歳台        ９（  ７）     ８６（ ８８） 

  ５０歳以上      －（  －）     ３４（ ３０） 

計    ３２（ ２６）   ４４９（３９７） 

   （注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 
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（６）役職別状況 

      役職段階別でみると、新規交流派遣者は、係長級が１３人で最も多く、次いで課長

補佐級が１０人となっており、新規交流採用者は、係長級が２４３人で最も多く、次

いで課長補佐級が１２７人となっている。 

   なお、令和６年に引き続き、令和７年も指定職職員の交流はなかった。 

 

第５表－① 役職別状況（交流派遣） 

                                                                   （単位：人） 

役 職 段 階 新規交流派遣者 年末時交流派遣者 

課 長 級 （行㈠9・10 級）     －（  －）     －（  －） 

準 課 長 級（行㈠7・8級）      ２（  ３）     ５（  ８） 

課長補佐級（行㈠5・6 級）    １０（  ８）     １５（ １２） 

係 長 級（行㈠3・4級）     １３（  ７）     ２３（ ２１） 

係 員 級（行㈠1・2級）      ７（  ８）     １３（ １４） 

計    ３２（ ２６）    ５６（ ５５） 

  （注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 

 

第５表－② 役職別状況（交流採用） 

                                                            （単位：人） 

役 職 段 階 新規交流採用者 年末時交流採用在職者 

課 長 級 （行㈠9・10 級）     －（  －）     －（  －） 

準 課 長 級（行㈠7・8級）      ５（  ５）    １１（ １４） 

課長補佐級（行㈠5・6 級）   １２７（１１１）   ２４１（２０９） 

係 長 級（行㈠3・4級）   ２４３（２００）   ４４６（４１４） 

係 員 級（行㈠1・2級）     ７４（ ８１）   １４９（１５４） 

計   ４４９（３９７）   ８４７（７９１） 

（注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 

 

（７）本省・地方支分部局別の状況 

   本省・地方支分部局別でみると、新規交流派遣者は本省で２３人、地方支分部局で

９人（約２８．１％）となっており、新規交流採用者は本省で４０８人、地方支分部

局で４１人（約９．１％）となっている。 

 

第６表 本省・地方支分部局別状況 

          ○ 交流派遣                                   （単位：人） 

総 数 本省 地方支分部局 

  ３２（ ２６）   ２３（ ２１）    ９（  ５） 

                                                         

          ○ 交流採用                               （単位：人） 

総 数 本省 地方支分部局 

 ４４９（３９７）  ４０８（３５５）   ４１（ ４２） 

      （注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 
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（８）男女別の状況 

   男女別でみると、新規交流派遣者は男性で２１人、女性で１１人（約３４．４％）

となっており、新規交流採用者は男性で３５９人、女性で９０人（約２０．０％）と

なっている。 

   女性の占める割合は、前年と比べ、交流派遣及び交流採用ともに概ね同水準（前年

交流派遣：約３４．４％、前年交流採用：約２２．２％）となっている。 

 

第７表 男女別状況 

          ○ 交流派遣                                    （単位：人） 

総 数 男性 女性 

  ３２（ ２６）   ２１（ １７）    １１（ ９） 

                                                         

 

○ 交流採用                              （単位：人） 

総 数 男性 女性 

 ４４９（３９７）  ３５９（３０９）   ９０（ ８８） 

      （注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 

 

（９）退職型・雇用継続型別の交流採用の状況 

 新規交流採用者のうち、退職型により交流採用された者は１６人、雇用継続型によ

り交流採用された者は４３３人となっている。 

 

第８表 退職型・雇用継続型別状況 

                                                           （単位：人） 

総 数 退職型 雇用継続型 

 ４４９（３９７）    １６（  ７）  ４３３（３９０） 

      （注）令和７年の実績。（ ）内は、令和６年の数値。 

 

２ 令和７年中に交流派遣職員・交流採用職員であった者の状況 

令和７年中に交流派遣職員であった者は８６人、交流採用職員であった者は 

１，２２６人となっている。 

 

第９表 令和７年中の交流派遣職員・交流採用職員の交流年別状況 

                                     （単位：人） 

 

 

計 

 

交 流 開 始 年 

令和７年 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年 

交流派遣職員 ８６ ３２ ２４ ２４ ６ － － 

交流採用職員 １，２２６ ４４９ ３８７ ３２５ ５６ ８ １ 
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３ 令和５年から令和７年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員の状況 

令和５年から令和７年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員の内訳は、令和５年

に復帰した職員が３７人、令和６年に復帰した職員が３５人、令和７年に復帰した職員

が３１人であり、合計で１０３人となっている。 

以   上    

 


